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コールセンターにおける新型コロナウイルス感染症対策に関する指針 

 

令和 2年 5月 1日 

一般社団法人日本コールセンター協会 

会長  下村 芳弘 

 

令和 2 年 4 月 7 日付で、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が

7都府県に発出され、4月 16日付で対象区域が全都道府県に拡大されました。 

これを受けて、当協会では企業・団体と生活者をつなぐコールセンターの社会機能を維持

する責務を果たすため、「従業員の安全・健康の確保」「感染拡大の防止」「事業の継続性」

の 3 つの方針に基づき、以下の通り、コールセンターにおける新型コロナウイルス感染症

対策に関する指針を定めました。 

この指針は、当協会会員をはじめとするコールセンターを運営する全事業者および従業

員、ならびにコールセンターを利用する生活者の皆様に向けた当協会からのお願いです。 

コールセンターは従来、季節性インフルエンザ対策を積極的に講じてきた経験を活かし、

さらに ITの導入・業務プロセスの改善などの知見を共有し活用していくことで、従業員に

とって安心・安全な職場であるよう努めております。 

緊急事態宣言下においても、従業員一人ひとりが活躍できる環境をさらに整備し、コール

センターに携わる全事業者が、生活者の皆様にご利用いただけるコールセンターの社会的

機能を維持するために、ぜひ本指針の趣旨をご理解の上、ご協力くださいますようお願い申

し上げます。 

 

１．コールセンターの職場における感染防止対策の徹底をお願いします。 

① 従業員本人に 37.5度以上の発熱や体調不良がある場合は、自宅で待機させるように

してください。 

② 出社前に検温させるか、出社時に入り口で検温し記録してください。37.5度以上の

熱がある方は入室を禁止し、自宅で待機させるか、または医師の診察を受けるよう

にしてください。なお、検温は「非接触型検温」とするか、体温計を共用する場合

は使用毎にアルコール消毒をしてください。 

③ 入館入室時の手のアルコール消毒やせっけんによる手洗いを徹底してください。 

④ こまめに手のアルコール消毒やせっけんによる手洗いをしてください。また、洗面

台、トイレ等に手洗いの実施について掲示を行ってください。 

⑤ 室内の十分な換気を徹底してください。部屋の窓が開閉可能な場合は、1 時間に 2

回程度、窓を全開して換気を行ってください。 

⑥ 空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下するため、乾燥しやすい室内では
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加湿器などを使って、適切な湿度（50～60％）を保ってください。 

⑦ 感染防止の観点からマスクを着用してください。 

⑧ ヘッドセット、パソコン、キーボード、マウスなどを共用する場合は、確実に薄め

た市販の家庭用塩素系漂白剤（主成分が次亜塩素酸ナトリウム）で消毒・清拭をし

てください。なお、これらの機器を共用する場合は、ヘッドセットはマイクや耳あ

てのスポンジを、パソコン・キーボード・マウスはすぐに交換できるカバー部分だ

けでも個人専用とすることも考えられます。 

⑨ 飛沫感染を防ぐため、人と人の距離は 2 メートル以上確保することや、座席を一つ

飛ばしにする、正面を向き合わないなど席の配置を見直した上で、ソーシャルディ

スタンスの確保に努めてください。なお、そのような状況を維持することが困難な

場合は、座席はビニールシートやアクリル板等で対面者や隣席との簡易的な仕切り

（高さは飛沫感染を考慮して 60センチメートル以上が望ましい）を設けるよう努め

てください。 

⑩ デスク、複合機、コピー機、プリンター、電話機など共用する備品や機器、手すり、

ドアノブ、エレベーターのボタンなど多数の人が触れる部分は、こまめに薄めた市

販の家庭用塩素系漂白剤（主成分が次亜塩素酸ナトリウム）で消毒・清拭をしてく

ださい。 

⑪ 食堂、休憩室、喫煙室などの共用スペースは、座席を減らしたり、昼休み等の休憩

時間に幅を持たせたり、必要に応じて使用記録を残し、または使用を禁止するなど

してください。 

⑫ 食堂、休憩室などにある共用の給湯器、ポット、電子レンジ、冷蔵庫などを使用禁

止とするか、こまめに薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤（主成分が次亜塩素酸ナト

リウム）で消毒・清拭してください。また、自動販売機はこまめに薄めた市販の家

庭用塩素系漂白剤（主成分が次亜塩素酸ナトリウム）で消毒・清拭をするか必要に

応じて使用を禁止してください。 

 

 

２．緊急事態宣言下における適切なコールセンター事業・運営に努めていただくようお

願いします。 

① 情報漏洩などセキュリティ対策を十分に講じた上で、可能であれば在宅勤務への移

行の検討・推進をお願いします。 

② 特定の拠点に集中することなく、他拠点に業務を分散させることで、密集・密接を

回避できる業務運営の検討・推進をお願いします。 

③ Web による受注・申込、IVR や FAQ による自己解決、チャットボットによる自動

化対応など、有人対応によらないチャネルの提供やセルフサービス化を図るととも

に、お客様には一定期間ご不便をおかけすることを周知した上で、ご利用を勧める
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ことも検討・推進をお願いします。 

④ 緊急事態宣言による政府・地方自治体の要請に基づき、今、コールセンターで対応

すべき業務内容を見直し、必要に応じて業務の縮小・人員体制の縮小、営業時間の

短縮、夜間・休日の休止等を行うとともに、お客様には一定期間ご不便をおかけす

ることを周知し、ご理解に努めていただくようお願いします。 

⑤ 採用活動においてはできる限り対面を避け、電子書類の授受、電話・Web会議を活

用した面接等による実施をお願いします。やむを得ず対面による面接を実施する場

合は、人と人の距離を 2メートル以上取るようにしてください。 

⑥ 研修・人材育成活動においては必要最低限にとどめ、密集・近接が伴う集合研修や

ロールプレイング等の方法を避けて、遠隔による講義や面談、E ラーニングやテキ

ストを用いた自己学習などによる実施をお願いします。 

⑦ 社内や社外の会議・ミーティングでは人が集まる形を避け、電話・Web会議を活用

して行うようお願いします。対面による会議・ミーティングを行う場合は、人と人

との距離を 2メートル以上取るようにしてください。 

⑧ コールセンター業務を委託する事業者（委託元）は、人命保護と感染拡大防止を最

優先とし、前記①～⑦をもとに、委託業務の内容を十分に精査し、委託先の状況を

確認の上、業務の委託・発注をお願いします。また、その際は、コールセンタース

タッフの要員不足に備え、平時における業務上の数値目標の緩和等、コールセンタ

ー業務を受託する事業者（委託先）への配慮等をお願いします。 

⑨ コールセンター業務を受託する事業者（委託先）は、人命保護と感染拡大防止を最

優先とし、前記①～⑦をもとに、受託業務の内容について委託元と協議し情勢変化

に弾力的に対応した業務運営を図られますようお願いします。 

 

 

３．従業員への適切な配慮ならびに雇用の維持に努めていただくようお願いします。 

① 新型コロナウイルス感染症に不安を感じる従業員に対しては、在宅勤務、時差出勤、

時短勤務、シフト調整、特別休暇等の対応をお願いします。 

② 有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々を含め、有給の特別休

暇制度を設けるなど従業員が休みやすい環境の整備をお願いします。 

③ 小学校等が臨時休校で、子どもの世話が必要な従業員の方々が休みやすい環境の整

備をお願いします。 

④ 妊娠中や高齢者、基礎疾患を有する従業員の方々の就業においては十分な配慮をお

願いします。 

⑤ 障害者の方の雇用の安定に向けた特段の配慮、及び外国人労働者についても、日本

人と同様の配慮をするようお願いします。 

⑥ 採用・求人においては、職を失った方の雇入れや、新卒者を対象とした求人を積極
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的に実施するようお願いします。 

⑦ 事業継続に向けた資金繰り支援を活用いただくとともに、雇用調整助成金の特例措

置等を活用していただき、従業員の雇用の維持に努めるようお願いします。 

⑧ 従業員の生活補償と雇用継続の安定的な実現のため、コールセンター業務を委託す

る事業者、コールセンター業務を受託する事業者、コールセンターに人材を派遣す

る事業者等の受委託や下請け等の取引関係において、一方に負担が偏重することな

く、双方による配慮をお願いします。 

 

 

４．コールセンターのお仕事に従事される皆様へのお願い 

コールセンターは特定された従業員のみが出入りでき、不特定多数の人と接する職場

ではございません。そのため、コールセンターのお仕事に従事される皆様一人ひとりの

意識や行動が、コールセンター内での感染拡大防止の鍵を握っています。 

緊急事態宣言下においては、政府や地方自治体の要請などに従っていただきますよう

お願い申し上げます。 

① ウイルスは人を介して移動するので、こまめな手のアルコール消毒やせっけんによ

る手洗いの励行をお願いします。 

② 通勤や外出時には、他者からの感染、他者への感染を防ぐためにも、マスクの着用

をお願いします。 

③ 多数の者が利用する施設・店舗、多数の者が集まるイベント、または多数の者が集

まる時間帯など感染リスクの高い環境へは近づかないようお願いします。 

④ コールセンターは社会的機能を維持する役割を担っています。これを支えるために、

まずは皆様自身が心身ともに健康でなければなりません。日々の自己管理を徹底し

ていただくとともに、ご心配なことがあればすぐに上司の方や会社に相談するよう

お願いします。 

 

 

５．コールセンターを利用される生活者の皆様、お客様へのお願い 

コールセンターを運営する企業・団体ならびに従業員は、社会のインフラとしてのコ

ールセンターの役割を維持することができるよう努めております。しかしながら、8 割

の人の移動を削減することを目標とする国の感染症対策に応じて、コールセンター内の

稼働人員も極力抑えるようしております。 

ご不便やご迷惑をおかけすることも多々あると思いますが、次の点にご理解・ご協力

を賜りますようお願い申し上げます。 

 

① せっかくご連絡いただいたにもかかわらず、お待たせしたり、お返事が遅くなった
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りすることがございます。今しばらくお時間くださいますようお願いします。 

② Webでの注文や申込、困ったこと・知りたいことはWebの「よくあるご質問（Q&A、

FAQ）」で解決できる方法などもございますので、ご活用をお願いします。 

③ 配送や修理・施工、その他サービスを提供する事業者の皆様も、新型コロナウイル

ス感染症の影響を受けております。すぐにご回答や解決ができないこともございま

すので、ご理解くださいますようお願いします。 

④ 生活者の皆様、お客様にとっては非常に大切なことであるとは承知しておりますが、

すぐ聞かなければならないことか、伝えなくてはならないことかを今一度ご考慮い

ただいた上でのご利用をお願いします。ご利用いただいた際は期待に応えられるよ

う精一杯努めます。 

⑤ 最後に、「電話に出てくれて、ほっとした」「センターを開けているんだね、お疲れ

さま、安心したよ」という声もいただいております。 

コールセンターに連絡して良かった、助かったと思われましたら、ぜひその気持ち

を伝えてください。それが私たちの励みになります。 

もちろん、対応が良くなかった、がっかりしたと思ったときは、ご指摘・ご助言を

お願いします。それも私たちへの叱咤激励とし、次にご連絡をいただいた時に挽回

させていただきます。 

 

 

６．参考 

新型コロナウイルス感染症に関する政府・省庁からの情報を逐次確認し、適切な対応

をお願いします。 

 

●内閣府「新型コロナウイルス感染症関連」 

https://www.cao.go.jp/others/kichou/covid-19.html 

 

●厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 

●経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連 経済産業省の支援策」 

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html  

 

以上 
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